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適時性を重視し、年度の監査より限定的な四半期レビューの手続及び報告書記載事項 

【要約】 

■ 日本公認会計士協会は、2007 年 10 月 30 日付にて監査・保証実務委員会報告第 83 号「四半期レ

ビューに関する実務指針」を公表した。 

■ この実務指針は、2006 年 6 月に成立し、2007 年 9 月より施行されている金融商品取引法にて導

入された四半期報告制度において求められる、四半期財務諸表に対して行われる四半期レビュ

ー（公認会計士又は監査法人の監査証明）に関する実務指針である。 

■ この実務指針は、金融商品取引法における四半期報告制度同様、2008 年 4 月 1 日以後開始する

連結会計年度（又は事業年度）に係る四半期連結財務諸表（又は四半期財務諸表）の四半期レ

ビューから適用される。 
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Ⅰ.  はじめに 

○ 日本公認会計士協会は、2007 年 10 月 30 日付にて監査・保証実務委員会報告第 83 号「四半期レ

ビューに関する実務指針」（以下、「本実務指針」という）を公表した。 

○ 本実務指針は、2006 年 6 月に成立し、2007 年 9 月より施行されている金融商品取引法にて導入

された四半期報告制度において求められる、四半期財務諸表1に対して行われる四半期レビュー

（公認会計士又は監査法人の監査証明）に関する実務指針である（※1）。 

 

 

                                                  
1 この四半期財務諸表の作成基準として、企業会計基準委員会より、2007 年 3 月 14 日付にて企業会計基準第 12 号「四半期財務諸

表に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第 14 号「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」が公表されている。こ

ちらの概要については、大和総研制度調査部情報「四半期会計基準・適用指針公表（概要編）」（執筆 制度調査部 部長 吉井

一洋）を参照されたい。http://www.dir.co.jp/research/report/law-research/accounting/07032901accounting.pdf 



 

 (２／７) 

 

（※1）本実務指針の前提として、企業会計審議会が 2007 年 3 月 27 日付にて「四半期レビュー基準の設定に関する

意見書」（以下、基準部分を「四半期レビュー基準」という）を公表している。 

 

○ また、本実務指針は、四半期レビュー基準を踏まえたものであり、国際レビュー業務基準（ISRE）

第 2410 号との整合性も図られている。 

○ 本項では、四半期報告制度の概要を整理した後、本実務指針の要旨を簡潔に解説するものとする。 

 

Ⅱ．  四半期報告制度の導入 

1. 現行の法定開示規制 

○ 現行の法定開示規制は、半期報告であり、開示期間は 90 日以内である2。 

 

2. 証券取引所の規則 

○ 現在、上場企業の大半は、四半期ごと（通期・中間の年 2回の決算発表に加えて、第 1四半期及

び第 3四半期）に業績等の情報を開示しているが、これは各証券取引所の規則に基づくものであ

り、法定開示ではない。 

 

3. 金融商品取引法により導入された四半期報告制度 

（1）法定開示制度として導入 

○ 2006 年 6 月に成立し、2007 年 9 月より施行されている金融商品取引法により、証券取引法は改

組され、四半期報告制度が新設されている。 

○ これにより、法律により四半期報告が義務付けられることになった。 

 

（2）目的 

○ 金融商品取引法に基づく四半期報告制度の目的は、「公益又は投資家の保護」3である。 

 

（3）対象企業 

○ 対象企業は、上場企業（事業年度の期間が 3ヶ月超）である4。 

○ 上記上場企業については、現行の半期報告制度は四半期報告制度に統一される。それ以外の会社

については半期報告制度が維持されるが、四半期報告書の任意提出も認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  
2 証券取引法第 24 条の 5 

3 金融商品取引法第 24 条の 4 の 7① 

4 金融商品取引法第 24 条の 4 の 7① 



 

 (３／７) 

 

（4）開示対象情報 

○ 開示対象情報は、以下のとおりである5。 

 

四半期報告書 

（1）主要な経営指標等の推移 

（2）事業の内容、関係会社の状況（重要な変更等） 1.企業の概況 

（3）従業員の状況（重要な変更等） 

（1）生産、受注及び販売の状況 

（2）経営上の重要な契約等（重要な変更等） 2.事業の状況 

（3）財政状態及び経営成績の分析 

3.設備の状況（重要な変更等） 

（1）株主等の状況（※2） 

（2）株価の推移 4.提出会社の状況 

（3）役員の状況（異動があった場合） 

四半期財務諸表（※3） 

内容 開示対象期間 

①四半期会計期間の末日 
（1）四半期貸借対照表

②前年度の末日 

①四半期会計期間（3ヶ月情報） 

②期首からの累計期間 

③①に対応する、前年度の四半期会計期間

（3 ヶ月情報）（※4） 
（2）四半期損益計算書

④②に対応する、前年度の期首からの累計

期間（※4） 

①期首からの累計期間 

5.経理の状況 

（3）四半期キャッシ

ュ・フロー計算書 ②①に対応する、前年度の期首からの累計

期間（※4） 

6.提出会社の保証会社等の情報 

（出所）金融庁資料を参考に大和総研制度調査部作成 

 

（※2）大株主の状況については、第 2四半期のみ開示 

（※3）連結ベースを原則とする（連結財務諸表作成会社は四半期連結財務諸表の開示のみで足り、連結財務諸表非

作成会社については四半期個別財務諸表を開示するものとする）。 

（※4）適用初年度においては、記載は要しないものとされている6。 

 

（5）開示期間 

○ 四半期会計期間終了後、公認会計士又は監査法人のレビューを受けた上で 45 日以内に開示する

ものとされている（※5）7。 

 

（※5）ただし、特定の事業を行う会社（銀行、保険会社等）の第 2 四半期報告書の開示については、第 2 四半期終

了後 60 日以内とされている8。 

                                                  
5 「企業内容等の開示に関する内閣府令」第 17 条の 6 第 1 項及び企業会計基準第 12 号「四半期財務諸表に関する会計基準」第 5

項乃至第 7項参照 

6 企業会計基準第 12 号「四半期財務諸表に関する会計基準」第 27 項 

7 金融商品取引法第 24 条の 4 の 7①・第 193 条の 2 参照 

8 金融商品取引法施行令第 4条の 2 の 10 第 4項及び「企業内容等の開示に関する内閣府令」第 17 条の 6 第 2項参照 



 

 (４／７) 

 

    これは、上記特定の事業を行う会社は、第 2 四半期報告書については個別財務諸表等の開示も求められるこ

とを考慮したものである。 

 

（6）適用時期 

○ 金融商品取引法により導入された四半期報告制度は、2008 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度

から適用される9。 

 

Ⅲ． 解説 

1. 総論 

（1）導入の背景 

○ 前述（P1 参照）のとおり、本実務指針は、金融商品取引法にて導入された四半期報告制度にお

いて求められる、四半期財務諸表に対して行われる四半期レビュー（公認会計士又は監査法人の

監査証明）に関する実務指針である。 

 

（2）四半期レビューの目的 

○ 四半期レビューの目的は、「経営者の作成した四半期財務諸表について、一般に公正妥当と認め

られる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロ

ーの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなか

ったかどうかに関し、監査人が自ら入手した証拠に基づいて判断した結果を結論として表明する

こと」10、すなわち消極的に表示の適正性を表明することにあるにある。 

 

（3）四半期レビューと年度の財務諸表の監査の関係 

○ 四半期レビューは、年度の財務諸表の監査（以下、「年度監査」という）の存在を前提としてお

り、年度監査の実効性の向上に資する（両手続の同時履行、四半期レビューの結果の年度監査へ

の流用等による効率化他）ものである11。 

○ なお、四半期レビューは年度の財務諸表の監査人により実施することが求められている12。 

 

（4）四半期レビューと年度監査の相違点 

○ 四半期レビューと年度監査の相違点は、以下のとおりである（※6）。 

 

（※6）中間監査については、その目的が表示の有用性の確認である点以外は年度監査と類似しており、かつ、年度

監査の手続を一部省略することが認められていることから、ここでは割愛するものとする13。 

 

 

                                                  
9 金融商品取引法附則（平成 18 年 6 月 14 日法律第 65 号）抄 第 16 条 

10 四半期レビュー基準第一 

11 「四半期レビュー基準の設定に関する意見書」二 1 参照 

12 「四半期レビュー基準の設定に関する意見書」二二参照 

13 中間監査基準第一・第二 5 参照 



 

 (５／７) 

 

  四半期レビュー 年度監査 

目的 表示の適正性の表明（消極的） 表示の適正性の表明（積極的）

保証水準 限定的保証 合理的保証 

内部統制の運用評価手続 ×（不要） ○（必要） 

実査・立会・確認 × ○ 

証憑突合 × ○ 

手

続 

質問に対する回答についての証拠の入手 × ○ 

（出所）本実務指針及び「監査基準」を参考に大和総研制度調査部作成 

 

○ 全体として、四半期レビューのほうが年度監査に比べてより限定的な手続であるといえる。理由

としては、四半期報告書が四半期会計期間終了後、公認会計士又は監査法人のレビューを受けた

上で 45 日以内の提出を義務付けられており、適時性が求められている点があげられる。 

 

2. 各論 

（1）四半期レビューの手続14 

○ 四半期レビューの主な手続は、以下のとおである。 

 

四半期レビュー手続 

1.四半期レビュー契約の締結 

2.四半期レビュー計画の策定（任意） 

3.内部統制を含む、企業及び企業環境の理解 

過去に発生した虚偽の表示の検討 

議事録の閲覧等 

経営者とのディスカッション 

質問及び分析的手続（※7） 

会計記録に基づく作成 

追加的な手続（※8） 

後発事象に係る四半期レビュー手続 

4.その

他 

継続企業の前提に係る四半期レビュー手続 

（出所）本実務指針を参考に大和総研制度調査部作成 

 

（※7）四半期レビューにおける中心的な手続にあたる15。 

（※8）追加的な手続は、「質問及び分析的手続等の四半期レビューの手続を行った結果、監査人が四半期財務諸表

について、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を重要な点において適正に表示してい

ない事項が存在する可能性が高いと認められる場合、又は疑義が生じた場合に行うもの」16である。 

 

（2）四半期レビュー報告書17 

○ 四半期レビュー報告書の主な記載事項は、以下のとおりである。 

                                                  
14 四半期レビュー基準第二参照 

15 「四半期レビュー基準の設定に関する意見書」二 1 参照 

16 本実務指針Ⅴ4（6） 

17 四半期レビュー基準第三参照 



 

 (６／７) 

 

 

四半期レビュー報告書記載事項 

四半期財務諸表の範囲 

四半期財務諸表の作成責任が経営者にあること 1.四半期レビューの対象 経営者の責任と

監査人の責任の

明確化 
監査人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにあること 

本実務指針に準拠して四半期レビューを行ったこと 

四半期レビューは質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続からなること 2 四半期レビューの.概要 

四半期レビューは年度監査に比べて限定的な手続からなること 

－ 無限定の結論（※9） 

重要（※11） 限定的結論（※12） ①結論に関す

る除外（※10） 著しく重要（※13） 否定的結論（※14） 

重要（※15） 限定的結論（※16） 

 

3.結論 

②レビュー範

囲の制約 著しく重要（※17） 結論の不表明（※18） 

（出所）本実務指針を参考に大和総研制度調査部作成 

 

（※9）この場合、「（経営者の作成した四半期財務諸表について、一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の

作成基準に準拠して、企業の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を）適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかったこと」18の記載を行う。 

（※10）「重要な点において適正に表示していないと信じさせる事項が認められ、無限定の結論を表明することがで

きない場合」19をいう。 

（※11）結論に関する除外において、「その影響が四半期財務諸表の全体に対して否定的結論を表明するほど重要で

ないと判断したとき」20をいう。 

（※12）除外事項を付し、「修正すべき事項及び可能であれば当該事項が四半期財務諸表に与える影響を記載」21す

る。 

（※13）結論に関する除外において、「その影響により四半期財務諸表が全体として虚偽の表示に当たると判断した

とき」22をいう。 

（※14）意見の区分において理由（除外した不適切な事項及び算定が可能であればその四半期財務諸表に与える影響

額が含まれる）及び「四半期財務諸表は適正に表示していない旨」23を記載する。 

（※15）「重要な四半期レビュー手続を実施できなかったことにより、無限定の結論を表明できない場合」24をいう。

（※16）レビュー範囲の制約において、それが「結論の表明ができないほどに重要でないと判断したとき」25をいう。

（※17）除外事項として、実施できなかった手続及び結論において当該事実が影響する事項を付す。 

（※18）レビュー範囲の制約において、それが「結論の表明ができないほどに重要であると判断したとき」26をいう。

（※19）結論を表明しない旨及びその理由を記載する。 

                                                  
18 四半期レビュー基準第三 5 

19 四半期レビュー基準第三 6 

20 四半期レビュー基準第三 6 

21 四半期レビュー基準第三 6 

22 四半期レビュー基準第三 7 

23 本実務指針Ⅶ3 

24 四半期レビュー基準第三 8 

25 四半期レビュー基準第三 8 

26 四半期レビュー基準第三 9 



 

 (７／７) 

 

 

Ⅳ． 適用時期 

○ 本実務指針は、金融商品取引法における四半期報告制度同様、2008 年 4 月 1 日以後開始する連

結会計年度（又は事業年度）に係る四半期連結財務諸表（又は四半期財務諸表）の四半期レビューか

ら適用される27。 

 

                                                  
27 本実務指針Ⅹ参照 




